
   清須市学校給食アレルギー対応検討会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 食物アレルギー性疾患を有する清須市立小学校の児童及び中学校の生徒

（以下「アレルギー児童等」という。）に対して、食物アレルギー起因食材料を除

去した学校給食（以下「除去食」という。）及び食物アレルギー起因食材料の代わ

りの食材料を使用した学校給食（以下「代替食」という。）の提供を検討するため、

学校給食アレルギー対応検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 検討会は、アレルギー児童等に提供する除去食及び代替食に関し、次に掲

げる事項を検討するものとする。 

⑴ 学校給食全般におけるアレルギー対応の方針 

⑵ 除去食及び代替食の提供等の対応 

⑶ その他教育長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 検討会は、２５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が選任する。 

 ⑴ 医師 １人 

⑵ 学校長の代表 ４人以内 

⑶ 保護者の代表 １２人以内 

⑷ 養護教諭の代表 ４人以内 

⑸ 給食主任の代表 ４人以内 

⑹ その他教育長が必要と認める者 

（委員長及び副委員長） 

第４条 検討会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、検討会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

 



（任期） 

第５条 委員の任期は、選任された日から当該日の属する年度の末日までとする。 

（会議） 

第６条 検討会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。ただし、委

員の選任後最初に行われる会議は、教育長が招集する。 

２ 会議においては、委員長が議長となる。 

３ 検討会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 検討会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

５ 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出

席させ、意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 検討会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校給食センター管理事務所に

おいて処理する。 

（雑則） 

第８条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長

が会議に諮って定める。 

附 則 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 
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